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１ 地域の循環型社会形成を推進するための基本的な事項 

 (1) 対象地域 

    市町村名 津市 

    面  積 ７１１．１９k㎡ 

    人  口 ２６７，５４０人（令和２年１０月１日現在） 

 (2) 計画期間 

本計画は、平成１７年４月１日から平成２２年３月３１日までの５年間を第１期、平成２２年

４月１日から平成２８年３月３１日までの６年間を第２期、平成２８年４月１日から令和３年３

月３１日までの５年間を第３期として計画を策定し、事業推進を図ってきたが、今後も引き続き

施設整備を行うことから、第４期として、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年

間を計画期間とした整備計画の策定を行うものである。 

なお、目標の達成状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて計画を見直すものとす

る。 

(3) 基本的な方向 

   わが国は「大量生産・大量消費・大量廃棄」という社会経済活動により、物質的な豊かさを手

に入れてきた。しかし、この活動により、国民に大きな恩恵が与えられた反面、廃棄物問題等の

物質循環の阻害をもたらし、天然資源の枯渇、オゾン層の破壊、地球温暖化等の地球規模の環境

問題が発生している。このような状況の改善に向けて、これまでの社会経済スタイルから、廃棄

物の発生抑制と資源の有効利用を図る「持続可能な循環型社会」の構築が求められている。 

  このような状況のなか、国では各種廃棄物及びリサイクルに関する法律の制定・改正が行われ、

法体系の整備が進められてきている。 

   三重県においても「三重県廃棄物処理計画（平成２３年３月）」が策定され、持続可能な資源

循環の実現を目指し、県内の廃棄物処理に関する基本的な方向性が示されている。 

   持続可能な循環型社会の形成のためには、これらの法及び上位計画との整合性を図りつつ、廃

棄物の発生抑制及びリサイクルを促進し、市民・事業者・行政が協働して各々の役割と責任を果

たした地域での取り組みを行うことが求められている。 

   津市では、安全・安心な施設整備を実施し、資源化の向上及び最小限の埋立量を実現するため

に津市リサイクルセンターを平成２８年４月から稼動させるとともに平成２８年４月から新最

終処分場を一部稼動させた。 

また、津市のごみ焼却施設については、平成１８年１月１日の市町村合併に伴い、「西部クリ

ーンセンター」「クリーンセンターおおたか」「河芸美化センター」「安芸美清掃センター」の４

施設になったが、老朽化に伴い「安芸美清掃センター」は平成１８年３月３１日、「河芸美化セ

ンター」は平成２６年３月３１日をもって廃止したため、現在、ごみ焼却施設は２施設である。 

西部クリーンセンターは、１号炉が昭和５４年５月に竣工し、稼働開始後４２年以上が経過し

ており、平成１５年２月にはダイオキシン類対策特別措置法及びごみ処理に係るダイオキシン類

発生防止等ガイドラインで求められる恒久対策に合致するよう、改修工事を行っている。２号炉

は平成１４年３月に竣工し、稼働開始後１９年以上が経過している。 

クリーンセンターおおたかは、平成１１年３月に竣工し、稼働開始後２０年以上が経過してお

り、今後は、施設の更新・集約化を検討している。 

このように、今後、ごみの３Ｒを推進し、排出されたごみについては適正処理を行い、生活環

境の保全及び公衆衛生の向上に努め、資源循環型社会の構築を目指すものである。 
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汚水処理については、公共下水道、農業集落排水等の集合処理施設及び合併浄化槽により汚水

処理施設整備を推進する。さらに、本市が所有する２箇所のし尿処理施設（安芸・津衛生センター、

クリーンセンターくもず）については、効率的・効果的な運営管理を行うとともに、長寿命化計画策

定支援事業の結果を反映させ、長寿命化のための改造を行う。 

今後においても計画的に公共下水道の整備を推進するとともに、集合処理施設整備区域以外の

地域については、個人設置型で整備を行っていた合併浄化槽整備を、平成２７年度より津市が事

業主体となって設置及び維持管理を行う公共浄化槽等整備推進事業への転換を順次開始し、生活

環境の保全及び公衆衛生の向上並びに公共用水域の水質保全に寄与することを目指す。 

(4) ごみ処理の広域化・施設の集約化の検討状況  

三重県では、平成１０年１０月に「三重県ごみ処理広域化計画を策定している。この計画にお

いては、津市は「津・久居ブロック」として、ごみ処理の広域化等を検討することとされており、

現在は、この区域に近い処理体制となっている。 
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２ 循環型社会形成推進のための現状と目標 

 (1) 一般廃棄物等の処理の状況 

令和元年度の一般廃棄物の排出・処理状況は図１のとおりである。 

総排出量は集団回収量も含め103,950トンであり、再生利用される総資源化量は23,023トン、

リサイクル率は 22.1％である。 

中間処理による減量化量は 79,568 トンであり、集団回収量を除いた排出量の概ね 8割を減量 

化している。また、集団回収量を除いた約 1％に当たる 1,359 トンを埋め立てている。  

    なお、中間処理量のうち焼却量は 84,514 トンであり、焼却処理施設２施設のうち西部クリー

ンセンターでは、余熱利用として発電を行い所内の設備へ電力を供給し、余剰電力については電

力会社へ売電を行うとともにその他場内の給湯に利用している。 

    また、可燃ごみの焼却処理に伴って発生する焼却残さについては、平成１４年１２月から全量

を（財）三重県環境保全事業団の廃棄物処理センター中間処理施設に搬入し、溶融処理によりス

ラグ化し、これを建設資材等に再利用を行っていたが、平成２３年度からは全量を民間処理施設

へ委託し、再資源化処理を行っている。 

 

 

 (2) 一般廃棄物等の処理の目標 

ア ごみ処理の減量化、再生利用に関する現状と目標  

本計画の計画期間中においては廃棄物の減量化を含め循環型社会の実現を目指し、表１及び

図２のとおり目標量について定め、それぞれの施策に取り組んでいくものとする。 

 

表１ 減量化、再利用に関する現状と目標 

指標・単位 現状（割合※１） 
（令和元年度） 

目標（割合※１） 
（令和８年度） 

排 出 量 

事業系 総排出量 29,378 トン   26,693 トン (-9.1％） 
〃  １事業所当たりの排出量※２ 2.7  トン     2.5 トン (-7.4％） 

生活系 総排出量 72,105 トン   67,893 トン (-5.8％） 
 〃  １人当たりの排出量※３ 176 ｋｇ     142 ｋｇ (-19.3％) 

合 計 101,483 トン 94,586 トン (-6.8％) 

再生利用量 
直接資源化量 3,043 トン （3.0％）  11,993 トン (12.7％） 
総資源化量 23,023 トン （22.7％）  30,764 トン (32.5％） 

熱エネルギー回収量 熱回収量（年間の発電電力量） 11,470 Mwh  10,438 Mwh 
減 量 化 量 中間処理による減量化量 79,568 トン （78.4％） 62,484 トン (66.1％) 
最終処分量 埋立最終処分量 1,359 トン  （1.3％） 1,338 トン  (1.4％) 

※１ 排出量は現状に対する割合、その他は排出量に対する割合 
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※２ (１事業所当たりの排出量)＝{(事業系ごみの総排出量)-（事業系ごみの資源ごみ量）}/(事業所数) 

※３ (１人当たりの排出量)＝{(家庭系ごみの総排出量)-（家庭系ごみの資源ごみ量）}/(人口) 

《指標の定義》 

  排出量：事業系ごみ、生活系ごみを問わず、出されたごみの量（集団回収されたごみを除く。）〔単位：トン〕 

  再生利用量：集団回収量、直接資源化量、中間処理後の再生利用量の和〔単位：トン〕 

    熱エネルギー回収量：熱回収施設において発電された年間の発電電力量〔単位：MWh〕 

  減量化量：中間処理量と処理後の残渣量の差〔単位：トン〕 

  最終処分量：埋立処分された量〔単位：トン〕 

 

 

 

(3) 生活排水処理の状況 

   令和元年度の生活排水の処理状況及びし尿・汚泥等の排出量は次のとおりである。 

   総人口は全体で 276,855 人であり、汚水処理人口 240,540 人、汚水処理人口普及率 86.9％で

ある。 

   し尿発生量は 12,679kl/年、浄化槽汚泥発生量は、83,932kl/年であり、処理・処分量（＝収

集・運搬量）は 96,611kl/年である。 

図３ 生活排水処理の状況フロー（令和元年度） 

 

(4) 生活排水処理の目標 

   生活排水処理については、表２に掲げる目標のとおり、合併処理浄化槽の整備等を進めてい

くものとする。 

表２ 生活排水処理に関する現状と目標 

 

 

 

 

 

集団回収量 総資源化量

直接資源化量 処理後再生利用量

処理残さ量

排出量 計画処理量 中間処理量 処理後最終処分量

減量化量

自家処理量 直接最終処分量 最終処分量

82,593t

76.1％

0t

3.4％

11,993t

20.5％

20,109t

25.6％

62,484t

50.5％

94,586t
94,586t

100％

0t

0％

2,819t

図２　目標達成時の一般廃棄物の処理状況フロー

18,771t

20.6％

1,338t

5.0％

1,338t

8.4％

30,764t

総人口
276,855人（100%）

汚水衛生処理人口
240,540人（86.9%）

公共下水道
140,074人（50.6%）

農業集落排水等
10,838人（3.9%）

合併処理浄化槽等
89,628人（32.4%）

未処理人口
36,315人（13.1%）

単独処理浄化槽等
25,054人（9.0%）

非水洗化人口
11,261人（4.1%）

し尿発生量

12,679ｋｌ/年

浄化槽汚泥発生量

83,932ｋｌ/年

令和元年度実績 令和8年度目標

　公共下水道 140,074人 （50.6%）　 153,794人 （58.7%）　

　農業集落排水施設等 10,838人 （ 3.9%）　 10,256人 （  3.9%）　

　合併処理浄化槽等 89,628人 （32.4%）　  71,750人 （27.4%）　

　未処理人口 36,315人 （13.1%）　 26,200人 （10.0%）　

　合計       　    　  276,855人        　　　     　   　   262,000人 

汲み取りし尿量 12,679ｷﾛﾘｯﾄﾙ  6,612ｷﾛﾘｯﾄﾙ

浄化槽汚泥量 83,932ｷﾛﾘｯﾄﾙ 54,207ｷﾛﾘｯﾄﾙ

　合  計 96,611ｷﾛﾘｯﾄﾙ 60,819ｷﾛﾘｯﾄﾙ
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図４ 目標達成時の生活排水の処理状況フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総人口
262,000人（100%）

汚水衛生処理人口
235,800人（90.0%）

公共下水道
153,794人（58.7%）

農業集落排水等
10,256人（3.9%）

合併処理浄化槽等
71,750人（27.4%）

未処理人口
26,200人（10.0%）

単独処理浄化槽等
18,000人（6.9%）

非水洗化人口
8,200人（3.1%）

し尿発生量

6,612ｋｌ/年

浄化槽汚泥発生量

54,207ｋｌ/年
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３ 施策の内容 

 (1) 発生抑制、再使用の推進 

  ア 有料化 

    現在、市の一般廃棄物処理施設へ直接搬入する場合については、搬入量に応じて使用料の徴

収を行っている。今後、受益者負担の観点及びごみの減量化に対する意識の向上や、ごみの分

別の徹底を図るための方策の一つとして、必要に応じて使用料の見直しを行うとともに、県内

及び近隣の自治体の動向を踏まえて、家庭ごみの有料化に関する調査・検討を進める。 

  イ 環境教育、普及啓発、助成 

「夏休み子どもごみ教室」や学校での環境に関する授業等で、ごみに関する環境教育を行い、

小学生や中学生のごみ問題に対する意識啓発を行います。また、小学生を対象とした環境教育

として、社会科副読本の配布や市内ごみ処理施設の見学会を実施します。 

自治会や婦人会、老人会等の各種団体や事業者を対象に、「ごみダイエット塾」を開催し、ご

みの減量化に向けた各団体の自主的な活動を促進します。 

ウ マイバッグ運動・レジ袋対策 

     市民・事業者・行政が連携し、レジ袋の有料化を平成 21年 4 月より実施しており、買い物時

にマイバッグを持参するなどして、レジ袋の削減を図っている。これにより、例年、市内のス

ーパーのレジ袋辞退率は約９０％と高水準で推移している。  

エ ごみ分別の推進 

     本市のホームページや「ごみ分別ガイドブック」、「環境だより」、ごみ分別アプリ「さんあ～

る」など様々な媒体を用いて、ごみの減量化を目指し、一人当たりのごみ量を令和元年度 176kg/

年から令和８年度 142kg/年まで削減する。  

  オ 生活排水対策 

    家庭等から排出される汚濁負荷量の削減のため、次の啓発活動の強化を図る。 

   ・広報活動の実施 

   ・廃油ポット、三角コーナーネット、拭取紙等の排出抑制用品の普及 

   ・無リン洗剤、せっけんの使用 

 (2) 処理体制 

  ア 生活系ごみの処理体制の現状と今後 

    分別区分及び処理方法については、表３のとおりである。現在、焼却施設については２施設

が稼働しており、ダイオキシン類削減対策も完了していることから、当面は現施設の稼働を続

けていく。中間処理施設については、リサイクルセンター及び新たなストックヤードの稼動に

より、リサイクル率の向上及び最終処分量の削減を図っていく。最終処分場については平成２

８年４月から一部稼動を開始し、残りの建設については、今後の埋立実績量を踏まえ、その時

期を判断していく。将来は、収集効率、施設の余熱利用を含めた効率的な施設の統合も選択肢

の１つとして検討していく。 

イ 事業系一般廃棄物の処理体制の現状と今後 

    家庭系ごみの分別区分に準じ、収集、処分を行う。また事業所で 3,000 ㎡以上の建築物及び 

小売業を行うための店舗床面積 500 ㎡以上の建築物の所有者・管理者には「事業系一般廃棄物

減量化計画書」の策定を義務付けており、この計画書に基づき適正な指導を図る。 

ウ 生活排水処理の現状と今後 
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公共下水道、農業集落排水等の集合処理施設及び合併浄化槽により生活排水処理を行ってお

り、今後においても計画的な生活排水処理施設整備の推進を図る。 

また、生活排水処理施設整備計画の見直し（津市生活排水処理アクションプログラム（見直

し））を現在策定しており、集合処理施設整備区域外となった地域においては、市が事業主体と

なって整備を行う公共浄化槽等整備推進事業による合併浄化槽の設置を進めるとともに、適正

な維持管理を行うことにより公共用水域の水質保全に寄与することを目指す。 

 

エ 今後の処理体制の要点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 焼却施設については長寿命化の検討を行う。 

◇ 最終処分場の今後の整備については今後の埋立実績量を踏まえ、その時期を判断していく。 

◇ 事業系一般廃棄物減量化計画書による事業系ごみ減量指導の徹底を図る。 

◇ 公共浄化槽の整備推進を図るとともに適正な維持管理を行う。 
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 (3) 処理施設等の整備 

  ア 廃棄物処理施設 

   上記(2)アの分別区分及び処理体制で処理を行うため、表４のとおり必要な施設整備を行う。 

 

表４ 整備する処理施設 

事業 

番号 
整備施設種類 事業名 処理能力 設置予定地 事業期間 

計画内の施設整備予定なし 

 

  イ 合併処理浄化槽 

     合併処理浄化槽については、表５のとおり行う。 

表５ 合併処理浄化槽への移行計画 

 

事 業 名 

 

直近の整備済 

基数（基） 

（令和元年度） 

整備計画 

基数 

（基） 

整備計画 

人口 

（基） 

 

事業期間 

 

浄化槽設置整備事業 87 505 1,675 R3～R7 

公共浄化槽等整備推進事業 78 440 1,654 R3～R7 

合  計 165 945 3,329  

 

 (4) その他の施策 

    その他、地域の循環型社会を形成する上で、次の施策を実施していく。 

  ア 再生利用品の需要拡大事業 

    グリーン購入の促進など再生品利用の拡大を図る。また、フリーマーケットの開催情報や不

用品の交換情報などを積極的に行うとともに環境フェスタ等において不用品コーナーを設け、

再利用の拡大を図る。 

イ 廃家電・使用済み小型家電のリサイクルに関する普及啓発 

    廃家電・使用済み小型家電のリサイクルについては、家電リサイクル法及び小型家電リサイ

クル法に基づく、適切な回収、再商品化がなされるよう、関連団体や小売店などと協力して、

普及啓発を行う。 

ウ 不法投棄対策 

    地域の自治会などと一体となった普及啓発により、分別区分の徹底を進めるとともに、パト

ロールの強化などを行い、不法投棄防止を図る。 

エ 災害時の廃棄物処理に関する事項 

    災害等の発生時には、市が策定した災害廃棄物処理計画に基づき、迅速にごみやし尿等の処

理を行うとともに、市で処理が困難な時は、三重県、県内の市町と締結している「三重県災害

等廃棄物処理応援協定書」に基づき、迅速かつ適正に処理を行う。 

  オ 生活排水の適正処理推進 

    浄化槽を正常に機能させるため、浄化槽の保守・点検や清掃等の徹底を推進していく。 
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４ 計画のフォローアップと事後評価 

 (1) 計画のフォローアップ 

    津市は、毎年、計画の進捗状況を把握し、その結果を公表するとともに、必要に応じて三重県

及び国と意見交換をしつつ、計画の進捗状況を勘案し、計画の見直しを行う。 

(2) 事後評価及び計画の見直し 

   計画期間終了後、処理状況の把握を行い、その結果がとりまとまった時点で、速やかに計画の

事後評価、目標達成状況の評価を行う。 

   また、評価の結果を公表するとともに、評価結果を次期計画策定に反映させるものとする。 

   なお、計画の進捗状況や社会経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ計画を見直すものとする。  


